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幼児教育の理解・発展推進事業

中央協議会（文部科学省）
（都道府県協議会の研究成果について協議）

幼児教育研究協議会（高知県教育委員会）
専門的な研究協議、演習等

幼稚園教員、保育教諭、保育所保育士（国公私立を問わない）
        小学校教員、教員養成系大学教員等

参 加

協議の成果報告

中央協議会への参加 等

協議主題の提示
都道府県協議会の開催
中央協議会への参加依頼 等

         幼児期の教育の理解・発展推進を通じた

幼児教育の質の保証

協議主題１：「指導と評価に生かす記録について」
協議主題２：「幼児教育と小学校教育の接続による教育の充実について」
協議主題３：「特別な支援を必要とする幼児の状態等に応じた計画的、組織的な指導の在   
       り方について」

幼児教育アドバイザー、
架け橋期のコーディネーター
の参加も可能



１期（６月） 協議主題の説明
２期（８月） レポート・協議

中央協議会（12月）で発表・報告・協議

幼児教育の振興と充実

今年度は例年通りの
レポートの作成はなし

今年度は中央協議会の
開催はなし
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令和８年度 高知県協議主題 

◆協議主題１ 
 「指導と評価に生かす記録について」

◆協議主題２

　「幼児教育と小学校教育の接続に
   よる教育の充実について」
　



協議主題１

 幼児理解を深め、幼児の姿から学びを見
取り、指導の改善に繋げるため、どのよう
な記録の作成や活用が考えられるか。 

協議の視点

 「指導と評価に生かす記録につい
て」



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

①幼児理解に基づく
指導計画の作成

②環境の構成
  と活動の展開

④評価に基づいた
新たな指導計画

の作成 

③幼児の活動に沿った
必要な援助

循環



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

 幼児が自ら環境に関わって遊ぶ姿から学び
を見取り、常に幼児の姿から指導の過程を振
り返って改善を図ることが求められる。

☆幼児の姿から学びを見取り指導の過程を振り返る
 ためには、どのような保育実践の記録の取り方が
 考えられるか。
☆指導の改善に繋げるためには、どのような記録の
 活用の仕方が考えられるか。



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

①幼児教育の特性 

②幼児の姿から幼児理解を深める 

③幼児の姿から学びを見取る 

④幼児の姿から指導の評価・改善を行う

⑤幼児理解と指導の改善に生かす記録 



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

①幼児教育の特性 
 幼児を理解することが全ての保育の出発点
   「発達を理解すること」
 ・年齢ごとの平均的な発達像と比較してその差異を理解
         すること 

 ・幼児がどのようなことに興味や関心をもってきたか、興
        味や関心をもったものに向かって自分のもてる力をどの
        ように発揮してきたか、友達との関係はどのように変化
        してきたかなど、一人一人の発達の実情を理解すること 



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

②幼児の姿から幼児理解を深める
  幼児理解とは？
   保育者が幼児と直接触れ合いながら、その言動や表情から
   思いや考えなどを推察し受け止め、その幼児のよさや可能
   性を理解しようとすること 
  ☆留意点
   ・幼児はその発達の特性から、自分の気持ちや考えなどを
    十分に言葉で表現することができない場合がある。 
   ・幼児の言動は思考や言語に至る前の感覚や感情に多く依
    拠している。その現れはときに弱く、保育者が捉えきれ
    ず、見逃してしまうこともあり得る。
   ・保育者にとって、幼児の言動や表情から幼児の思いや考 
    えを理解することが難しいこともある。 



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

③幼児の姿から学びを見取る
    幼児が主体的に環境に関わる中にどのような
  学びがあるのかを見取ることが大切 
 ☆留意点
 ・幼児を理解しようと努める
      ⇒幼児理解の深まりにつながる
 
 ・発達に必要な体験を得ることができるようにす
  るための環境構成や援助を心がける
      ⇒幼児の学びの深まりにつながる



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

④幼児の姿から指導の評価・改善を行う
「指導計画」とは？ 
  一人一人の幼児が幼児期にふさわしい生活を通して必
   要な経験を得ていくことができるようにあらかじめ考
   えた仮説 
     幼児の活動は予想を超えたものとなったり、
      違った方向に進んだりする可能性がある。

ねらい・内容の修正 環境の再構成 必要な援助

評価は幼児理解と保育者の指導の改善という両面
から行うことが大切 



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

⑤幼児理解と指導の改善に生かす記録
幼児を理解する上で、また、自身の保育を

振り返る上で、重要な資料が「記録」 

  幼児理解に必要な情報や指導及び評価に
生かせる情報が記された記録 

○何のために、何を書くのか？ 
 ⇒記録をとる目的を明確化

○それはどのようにとるとよいのか？    
     ⇒目的に応じた様式



幼児期において育みたい
資質・能力を育むための指導 

⑤幼児理解と指導の改善に生かす記録

記録を取り続けること、そして指導を振り返り
明日に生かすことを継続することにより、日々
の保育の質が高まり、幼児の学びが充実するこ
とにつながる。

記録に残された幼児の行動からその意味を考え
直すことや、周囲の人やものなどの環境へのそ
の幼児の関わり、抱えている課題などを読み
取っていくことができる。



指導と評価に活かす記録　

2021　文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_me
nu/shotou/youchien/13412
35.htm

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1341235.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1341235.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/youchien/1341235.htm


幼児教育研究協議会１期

令和８年度

高知県教育委員会事務局　幼保支援課

－　協議主題の趣旨説明　－

協議主題

幼児教育と小学校教育の円滑な接続の推進について
令和６年度から７年度の2年間

３要領・指針及び小学校学習指導要領でも明確に示される　　　

　幼児教育の成果が小学校教育につながることで、　
子供の発達と学びが連続するようにすることが大切　
である。

幼児教育と小学校教育の接続による
教育の充実について

令和８年度
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架け橋プログラム～国の動向～

学びや生活の基盤をつくる
幼児教育と小学校教育の接続について 

～幼保小の協働による
架け橋期の教育の充実～

令和５年２月27日 
中央教育審議会初等中等教育分科会 

幼児教育と小学校教育の
架け橋特別委員会

文部科学省　ＨＰより

架け橋期の教育の充実

→幼児教育 小学校教育→

発達や学びの連続性を踏まえた連携・接続の視点

○ 0歳から18歳までの学びの連続性に配慮しつつ、架け橋期
の教育の充実を図り、生涯にわたる学びや生活の基盤をつ
くることが重要である

○ 子供に関わる全ての関係者間が立場を越えて連携・協働す
ることが求められる

接続期

架け橋期（年長～1年生の2年間）

5歳児 １年生４歳児 ２年生
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協議主題２

幼児教育と小学校教育による
教育の充実について

　  架け橋期の教育の改善・充実に向けて、幼児教育と
小学校教育の学びの繋がりを考えるに当たり、「幼児
期の終わりまでに育ってほしい姿」をどのように活用
することが考えられるか。

協議の視点②

　  教育の連続性・一貫性を踏まえた架け橋期のカリ
キュラムの作成、実施、評価、改善を具体的に実施し
ていくためにどのような取組が必要か。

協議の視点①

幼児教育と小学校教育による教育の充実について

協議主題２
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協議の視点

　  架け橋期の教育の改善・充実に向けて、幼児教育と小学校教
育の学びの繋がりを考えるに当たり、「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」をどのように活用することが考えられるか。

協議の視点①

幼児教育において育まれてきた資質・能力が小学校の生活や
学習においてどのように発揮されているのかを見取るなど、子供
の姿を手がかりに、幼児教育と小学校教育の教師等が協働して
子供の学びの繋がりを考えることが大切である。

その際、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」をどのように
活用することが考えられるか。

協議の視点

教育の連続性・一貫性を踏まえた架け橋期のカリキュラムの作
成、実施、評価、改善を具体的に実施していくためにどのような取
組が必要か。

協議の視点②

子供に関わる全ての関係者が立場を越えて、連携・協働し、架
け橋期のカリキュラムの作成・実施等が進められている。

一方で、架け橋期のカリキュラム検討会議等や幼児教育と小
学校教育の教師等の合同研修は実施しているものの、架け橋期
のカリキュラム作成に至らなかったり、作成にとどまり、実施・評
価・改善が進んでいなかったりするなどの課題が見られる。

架け橋期のカリキュラムの作成、実施、評価、改善を積み重ね
ていくことができるよう、どのような取組が必要か。
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具体的な活用等について、研修等を通じて
一層の理解・啓発を図ることが必要

協働して学びの繋がりを考えるために

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が到達目標と誤解され、
連携の手掛かりとして十分機能していない。

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」だけでは、具体的なカリ
キュラムの工夫や指導方法の改善の仕方が分からない。

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を実践にどう生かすか。

　  架け橋期の教育の改善・充実に向けて、幼児教育と小学校教育の学
びの繋がりを考えるに当たり、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
をどのように活用することが考えられるか。

【協議の視点①】

【協働して学びの繋がりを考えるために】　校区で実施する保育を見合っての研修

P４３
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P４３【協働して学びの繋がりを考えるために】　校区で実施する保育を見合っての研修

架け橋期の
カリキュラム

「幼児期までに
育ってほしい姿」

カード

【協働して学びの繋がりを考えるために】　　校区で実施する保育を見合っての研修
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【協働して学びの繋がりを考えるために】　　校区で実施する保育を見合っての研修

園内研修で使えるオススメ資料

幼保支援課
ホームページより

【『保育を見る視点』
　　　　　　説明パワーポイント】　
小学校の先生と保育を見合って
の園内研修をする前に活用する
のがオススメです。もちろん保育
者さんが今一度確認する際にも
活用いただけます。説明も付いて
います。

【１０の姿カード】
シールにすると活用
の場が広がります

こちらからダウンロード
してお使いください

【協働して学びの繋がりを考えるために】　校区で実施する保育を見合っての研修

・子どもたちがのびのびと自分たちの
「やりたい！」という思いを表現し
たり、友達のことを思いやったりし
ながら活動している姿に、(5歳児で
も、こんなに周りのことを見て気付
いて動けるんだな)と感心した。

・子どもの言葉や思いを大切にしなが
ら保育をされている先生の姿に、自
分たちが授業づくりで大切にしてい
る「子どもの言葉で授業を創る」と
同じだとうれしく思った。

・保育者の事前の準備と、手立ての
多さに感動した。また、子どもの
意見を聞き、確かめながら進めて
いることも素敵だと思った。

・小学校高学年になっても、子ども
の意見を引き出していく姿勢が大
切だと改めて気付いた。

・小学校では特別活動の授業がある
ので、この時間を軸に、子どもの
意見を中心に置いて学級経営を
行っていきたい。

参加した小学校教員からの感想
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【協働して学びの繋がりを考えるために】 保幼小中連携モデル地域実践研究事業

【協働して学びの繋がりを考えるために】 保幼小中連携モデル地域実践研究事業
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【協働して学びの繋がりを考えるために】 保幼小中連携モデル地域実践研究事業

組織的に取り組む

↓
安心した環境の中、
一層力を発揮する姿

へとつながる

R7　架け橋プログラム実施状況アンケート結果
互いの理解を深める機会

◆保育所･幼稚園等◆

◆小学校◆

1７７校

2６６園

昨年度比　＋11.0pt
（R6:217園）

昨年度比　＋4.8pt
（R6:169校）

昨年度比　-7.7pt
（R6:40園）

昨年度比　＋0.1pt
（R6:3校）
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R7　架け橋プログラム実施状況アンケート結果
互いの理解を深める機会の内容

◆保育所･幼稚園等◆
　今年度互いの理解を深める機会のなかった２3園を除く２４3園

◆保育所･幼稚園等◆
　今年度互いの理解を深める機会のなかった２3園を除く２４3園

★KPIに関わって　（１７７校における参加状況）

「５歳児の園内研修に協議まで参加した小学校区の割合」　※R７より新設

 ③園の５歳児の公開保育に参加する（事後協議を含む）  ・・・ １０２校　【５９．０％】

 ④園の５歳児の公開保育に参加する（事後協議を含まない）  ・・・ ４１校　【２３．７％】

1０２校　５９.０％
R７年度目標値　１００％

１34校　7５．7％
５歳児の公開保育に参加

R6年度「園内研修への参加（協議含む）」　48.5%
昨年度比　＋10.5pt　（R6:82校）

◆保育所･幼稚園等◆
　今年度互いの理解を深める機会のなかった２3園を除く２４3園

R7　架け橋プログラム実施状況アンケート結果

架け橋期のカリキュラムの作成状況

今年度互いの理解を深める機会のなかった２3園を除く2４３園が対象 今年度互いの理解を深める機会のなかった４校を除く1７３校が対象

★KPIに関わって　（１７７校における作成状況）※母数を177とした割合

「話し合いをもとにカリキュラムを作成、または既存のカリキュラムの見直しを行っている小学校区の割合」

①   作成されており、実践している ・・・ ３7校　【20.9％】
②   現在作成している ・・・ ４５校　【25.4％】
③  作成の予定があり、既存のカリキュラムを見直している（予定含）  ・・・　 ３４校　【1９.２％】
⑤作成の予定はないが、既存のカリキュラムを見直している（予定含）  ・・・　 １７校　【　9.６％】

1３３校　7５．１％
R７年度目標値　７５％

架け橋期のカリキュラムを実施または現在作成している 82校　４6．3％

昨年度比＋4.８pt
（R6: 70.3%）

◆保育所･幼稚園等◆ ◆小学校◆
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架け橋期のカリキュラムに取り組む意義やねらい、子供
の変容等について共有を図りつつ、具体的に話し合い、
子供の実態に応じて、架け橋期のカリキュラムの実践・
改善等を行っていくことが重要

架け橋期のカリキュラムの実効性を高めていくために

・行事の交流等の取組にとどまり、資質・能力をつなぐカリキュラム
の編成・実施が行われていない。

【協議の視点②】

教育の連続性・一貫性を踏まえた架け橋期のカリキュラムの作成、
実施、評価、改善を具体的に実施していくためにどのような取組が
必要か。

【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めるために】　夜須小学校区の取組
P４６①　保小合同教材研究　～水遊び～　

　１年生活科　単元「なつがやってきた　－水であそぼう－」
の授業に向け、事前に園の先生方と一緒に教材研究を行った
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①　保小合同教材研究　～水遊び～　

水遊びに関わる
園での遊び

その遊びの中で
経験していること

保育者が
大切にしていること

教材研究を通して、
１年担任が

大切にしたいこと

【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めるために】　夜須小学校区の取組

②　保小合同　１年生活科　公開授業研究会

【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めるために】　夜須小学校区の取組
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②　保小合同　１年生活科　公開授業研究会

②　①の姿から推し量った
子どもの内面（楽しんでいる

ことや経験していること）

①ねらいに
基づいた

子どもの姿

【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めるために】　夜須小学校区の取組

②　保小合同　１年生活科　公開授業研究会

具体の「子どもの姿」をもとに、語
り合うことで、互いの教育で

大切にしていることを理解
⇒互いの教育をさらに豊かに

していくことにつながる

意図した環境
↓

子どもの育ちを促す

【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めるために】　夜須小学校区の取組
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【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めるために】　夜須小学校区の取組
P13-18

【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めるために】　夜須小学校区の取組
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☆架け橋期のカリキュラム作成後にその実効性を高めていくため、
幼保小が架け橋期の教育や子供の姿等を共に振り返り、教育
の改善・充実につなげていくことが重要。

　教育の連続性・一貫性を踏まえた架け橋期のカリキュラムの作成、
実施、評価、改善を具体的に実施していくためにどのような取組が
必要か。

架け橋期のカリキュラムの実効性を高めていくために
【協議の視点②】

かってに交流会

【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めていくために】　園どうしのつながり

たのしかった～
また、いっしょに

あそぼうね！
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保護者園・小

子ども

安心感

【架け橋期のカリキュラムの実効性を高めていくために】　　縦と横のつながり

校区のめざす子ども像 P１１・１２
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架け橋期のカリキュラム P１３－１８

架け橋プログラム　資料
文部科学省HP
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架け橋プログラム　資料

まずはお互いを知ることから

そして学びを繋げよう
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協議主題３
特別な支援を必要とする幼児の状態等に

応じた計画的、組織的な指導の在り方について

協議の視点①
合理的配慮の提供を踏まえた個別の教育支援計画の作成やその活用に当たって、
どのような取り組みが考えられるか

協議の視点②
個別の指導計画の作成やその活用に当たって、どのような工夫が考えられるか



 第５節 特別な配慮を必要とする幼児への指導

幼稚園教育要領

 障害のある幼児などへの指導に当たっては，集団の中で生活すること
を通して全体的な発達を促していくことに配慮し，特別支援学校などの
助言又は援助を活用しつつ，個々の幼児の障害の状態などに応じた指導
内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。

 また，家庭，地域及び医療や福祉，保健等の業務を行う関係機関との
連携を図り，長期的な視点で幼児への教育的支援を行うために，個別の
教育支援計画を作成し活用することに努めるとともに, 個々の幼児の実
態を的確に把握し，個別の指導計画を作成し活用することに努めるもの
とする。

幼稚園教育要領解説P１２４



切れ目ない支援体制を
 近年、発達障害をはじめとする通級による指導を受ける
児童生徒は増加傾向にあるとともに、通常の学級に特別な
教育的支援を必要とする児童生徒が在籍していることも明
らかになっている。

• 指導の実施に向けた教員の理解・啓発、専門性の向上
• 就学前からの切れ目ない支援に向けた援助



協議の視点①

合理的配慮の提供を踏まえた
個別の教育支援計画の作成や
その活用に当たって、どのよ  
うな取組が考えられるか。



協議の視点①
合理的配慮
   障害のある子供が他の子供と平等に教育
 を受けられるように、園が必要かつ適当
 な変更・調整を行うこと

  個別の教育支援計画に記載



個別の教育支援計画とは

教育，医療，福祉，労働等の関係機関が連携・協力を図り，障害のある子供の生涯
にわたる継続的な支援体制を整え，それぞれの年代における子供の望ましい成長を
促すため、個別の支援計画を作成することが示された。この個別の支援計画のうち、
幼児児童生徒に対して、教育機関が中心となって作成するものを、個別の教育支援
計画という。

幼稚園教育要領解説P１２７

その際，個別の教育支援計画には，多くの関係者が関与することから，保護者
の同意を事前に得るなど個人情報の適切な取扱いと保護に十分留意することが
必要である。

障害のある幼児などは、園や学校で
の生活だけでなく、家庭生活や地域
での生活を含め、長期的な視点で幼
児期から学校卒業後までの一貫した
支援を行うことが重要である。



個別の教育支援計画の作成や活用について 参照資料 文部科学省HP特別支援教育より



協議の視点②

個別の指導計画の作成や
その活用に当たって、

どのような工夫が考えられるか



個別の指導計画とは

教育課程を具体化し、障害のある幼児一人一人のねらい、指導内容及び
指導方法を明確にしてきめ細やかに指導するために作成することが大切

個々の幼児の実態に応じて適切な指導計画を
行うために園や学校で作成されるものである

個別の指導計画の作成にあたって

障害の診断の有無にかかわらず、園での遊びや生活において困難さを抱え
ていると考えられる場合には、積極的に個別の指導計画を作成することが
望まれる。 



個別の指導計画の作成にあたって
一人一人の障害のある幼児などの育ち、学級経営、保護者からの要望 、
関係機関からの情報等、様々な側面から、見通しをもって指導を考える

幼児の姿から実態を把握することが重要 

・幼児の得意なことや苦手なこと、できることとできないこと
・どのようなときに幼児にとって困難な状況が起こるのか
・幼児の在籍する学級の様子、保護者からの要望、関係機関
 からの情報等、様々な側面から情報を得る

総合的に捉えた上で、アセスメント（見立て）を行い、
障害の状態等を踏まえた支援を行う 



個別の指導計画の活用にあたって

当該幼児の姿を捉え計画を見直しながら指導の方針を改めて決める

○小学校教育との接続において
 ・園ではどのように関わり、 ねらいがどこまで達成できたのか
 ・得意なことや苦手なことは何か
 ・園生活の流れに沿ってどのような支援をしているのか
 ・どのようなときに不安を感じたり落ち着きをなくしたりパニック
  になったりするのか
 ・そのようなときに園ではどのような支援をしていたのか

できるだけ具体的な支援や様子を伝えていく 



 個別の教育支援計画、個別の指導計画
共に、切れ目のない支援につながるよう、
様式や書き方を含め、作成や活用につい
て、園内で工夫し、実践してほしい。

（Ｒ８年度については、本協議主題は高知県では取り上げない）


